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に
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を
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る
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昭
和
四
■
八
年
度
に
お
け
る
期
末
手
当
の
割
合
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例
を

＼

廃
止
す
る
粂
例

暗
和
四
十
八
年
度
芸
け
る
期
末
手
当
の
割
合
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例
(
昭
和
四
十
八
年
三
朝
町
条
例

第
四
十
号
)
　
は
'
廃
止
す
右
｡

附

　

則

こ
の
条
例
は
'
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡


